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食品安全委員会の５月の運営について

１．食品安全委員会の開催

第285回 ５月14日（木）

(1) 食品健康影響評価の要請

・ こんにゃく入りゼリーを含む窒息事故の多い食品の安全性」について、内閣府国「

民生活局から説明

・本件については、現在設置されている専門調査会の枠組みの中では対応できない

ため、この問題に関する専門家を招へいして調査審議を行うための体制を新しく

作る必要があるとされ、具体的な体制や専門家の人選等については、小泉委員と

長尾委員を中心に更に検討を進め、次週の委員会で議論することとなった

(2) 各専門調査会における審議状況についての報告

・各専門調査会から報告された以下の案件について国民からの意見・情報の募集に

着手することを決定

(3) 食品健康影響評価

・以下の案件について検討し、食品健康影響評価の結果をリスク管理機関に通知

(4) 食品安全委員会の４月の運営について事務局から報告

第286回 ５月21日（木）

(1) 各専門調査会における審議状況についての報告

・各専門調査会から報告された以下の案件について国民からの意見・情報の募集に

着手することを決定

(2) 食品健康影響評価

・以下の案件について検討し、食品健康影響評価の結果をリスク管理機関に通知

農薬専門調査会
（１品目）

メチオカルブ

微生物・ウイルス
専門調査会
（１案件）

鶏肉中のカンピロバクター・ジェジュニ／コリ

農薬（２品目） エスプロカルブ、スピロテトラマト

遺伝子組換え食品等
（１品目）

ＧＧＩ株を利用して生産されたＬ－グルタミン

農薬専門調査会
（１品目）

フルシラゾール

添加物（１品目） ６－メチルキノリン

農薬（２品目） クロランスラムメチル、ミクロブタニル
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(3) 食品による窒息事故に関するワーキンググループの設置について、小泉委員及び

事務局から説明を行い、食品安全委員会に「食品による窒息事故に関するワーキン

ググループ」を設置し、調査審議を進めることが了承された

(4) 食品安全モニターからの報告（平成２１年３月分）について、３月中に報告され

た４２件について事務局から報告

(5) 「食の安全ダイヤル」に寄せられた質問等（平成２１年４月分）について事務局

から報告

第287回 ５月28日（木）

(1) 各専門調査会における審議状況についての報告

・各専門調査会から報告された以下の案件について国民からの意見・情報の募集に

着手することを決定

(2) 食品健康影響評価

・以下の案件について検討し、食品健康影響評価の結果をリスク管理機関に通知

(3) 食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度の導入に係る平成２１年度

評価依頼予定物質について厚生労働省から報告

（ ）(4) 飼料中の残留農薬基準を設定した食品健康影響評価依頼予定物質 平成２１年度

について農林水産省から報告

２．専門調査会の運営

（１）添加物専門調査会

第71回 ５月18日（月）

・ 亜塩素酸ナトリウム」及び「３－メチル－２－ブタノール」について調査審議「

し、評価書（案）を食品安全委員会に報告することを決定

・添加物の安全性評価指針の作成について、前回の検討事項の確認のほか、遺伝毒

性発がん物質、国際汎用香料の評価方法、取りまとめ方途等について検討を行っ

た

農薬専門調査会
（2品目）

クロメプロップ、プロチオコナゾール

遺伝子組換え食品
等専門調査会

（１品目）
パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統

農薬（１品目） アジンホスメチル
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（２）農薬専門調査会

第23回 確認評価第二部会 ５月８日（金） ※非公開

プロパルギット」について調査審議し、継続審議となった・「

第30回 総合評価第二部会 ５月13日（水） ※非公開

プロパクロール」について調査審議し、継続審議となった・「

メプロニル」について調査審議し、評価書（案）を一部修正の上、幹事会に報・「

告することを決定

第51回 幹事会 ５月20日（水）

「ピリミノバックメチル 、②「ベンダイオカルブ 、③「メトラクロール」及・① 」 」

び④「ピリミスルファン」について調査審議し、①についてはそのまま、②から

④については評価書（案）を一部修正の上、食品安全委員会に報告することを決

定

・ １－メチルシクロプロペン」について調査審議し、検体摂取量に係る審議が不「

十分であるため、総合評価第二部会において再度審議をすることとなった

・国民からの御意見・情報の募集期間中に、プロパモカルブ評価書案に対して寄せ

られた御意見について検討した結果、回答案及び評価書修正案について、再度検

討することとなった

・前回審議された「クロメプロップ」について再審議した結果、評価書（案）を一

部修正の上、食品安全委員会に報告することを決定

（３）動物用医薬品専門調査会

第12回 確認評価部会 ５月15日（金）

レバミゾール」について調査審議し、評価書（案）を一部修正の上、動物用医・「

薬品専門調査会に報告することを決定

第109回 ５月15日（金）

「カラゾロール 、②「ピペラジン」及び③「ケトプロフェン」について調査・① 」

審議し、①及び②についてはそのまま、③については評価書（案）を一部修正の

上、食品安全委員会に報告することを決定

・確認評価部会において審議する動物用医薬品の指定について審議し、３物質の追

加指定が了承された

第110回 ５月15日（金）※非公開

豚サーコウイルス（２型）感染症（１型-２型キメラ （デキストリン誘導体ア・「 ）

ジュバント加）不活化ワクチン」及び「ニューカッスル病・鶏伝染性気管支炎混

合生ワクチン」について調査審議し、評価書（案）を食品安全委員会に報告する

ことを決定
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（４）化学物質・汚染物質専門調査会

第２回 汚染物質部会 ５月28日（木）

・米のカドミウムの成分規格改正に係る食品健康影響評価について、ＥＦＳＡの評

価を中心にカドミウムに関する新たな知見について確認が行われた結果、現在設

定されている耐容週間摂取量７μg/kg体重/週を変更する必要はないことが了承

され、評価書第２版（案）を一部修正の上、幹事会に報告することを決定

（５）プリオン専門調査会

第59回 ５月19日（火）

・ 我が国に輸入される牛肉及び牛内臓に係る食品健康影響評価（自ら評価 」につ「 ）

いて、各国政府に送付した質問書に対する回答及び資料整備の進捗状況について

説明を行った

・ニカラグア・コスタリカ・ホンジュラスの評価書（案）たたき台について審議を

行った

・オーストラリア・ハンガリーについて、前回の審議に基づき修正した各評価書

（案）のたたき台（修正案）について事務局から説明を行った

・評価結果のまとめ方等について審議を行い、次回以降も引き続き審議することと

なった

（６）かび毒・自然毒専門調査会

第12回 ５月１日（金）

「 」 「 」 、・ オクラトキシンＡ 及び デオキシニバレノール及びニバレノール について

食品安全委員会が自ら食品健康影響評価を行う案件として決定し 「デオキシニ、

バレノール及びニバレノール」から調査審議を開始することとされた経緯につい

て、事務局から概要の説明を行った

「 」 、・専門委員より デオキシニバレノール及びニバレノール の概要について説明後

評価の進め方などについて審議を行った

（７）遺伝子組換え食品等専門調査会

第70回 ５月19日（火）※非公開

ｐＣＨＩ株を利用して生産されたキチナーゼ」について調査審議し、指摘事項・「

を確認の上、評価書（案）を了承することとなった

・ 高オレイン酸含有ダイズＤＰ－３０５４２３－１（食品・飼料 」について調査「 ）

審議し、継続審議となった

・ パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ５５－１系統」について調査「

審議し、評価書（案）を食品安全委員会に報告することを決定
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３．意見交換会等の開催

サイエンスカフェ 第３話

５月26日（火）＜東京都中央区＞

、 、 、・ 食品安全委員会と群馬県の共催で開催し スピーカーから スライドを使って

３０分程度の話題提供の後、参加者の皆さんから、疑問や意見を自由に「コミ

ュニケーションカード」に書いて出してもらい、その内容について意見交換を

行った


